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(57)【要約】
　本発明は、時間的に変化する構成の構造体を示す画像
データを表示する画像形成システムに関する。この画像
形成システムは、構造体の変化する構成を示すデータを
処理し、予め選択した構成による当該構造体の基準画像
を有する表示を奏し、時間につき構成が変化する当該構
造体の変化する画像に、その基準画像を重ねる表示処理
手段を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間的に変化する構成の構造体を表す画像データを表示する画像形成システムであって
、前記構造体の変化する構成を示すデータを処理し、予め選択した構成による当該構造体
の基準画像を有する表示を奏し、時間につき構成が変化する当該構造体の変化する画像に
前記基準画像を重ねる表示処理手段を有するシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記基準画像は、静止したままで当該変化する画
像の構成が時間につき変化する前記構造体の静的画像である、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、当該システムは、３Ｄ画像形成システムを有し、
前記基準画像及び／又は変化画像は、３Ｄ処理画像である、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記時間的に変化する構造体は、周期的に構成が
変化し、前記変化画像は、当該構造体の周期的に変化する３Ｄボリュームを表す、システ
ム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記基準画像は、前記構造体の最大体積を示す、
システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、前記構造体は、心臓の左心室を有する、システム
。
【請求項７】
　請求項６に記載のシステムであって、前記基準画像は、左心室拡張末期を表す、システ
ム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、前記データは、前記構造体の境界を示す、システ
ム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、前記構造体を示すデータを取り込むための手段を
含むシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムであって、前記データを取り込むための超音波装置を含むシ
ステム。
【請求項１１】
　時間的に変化する構成の構造体を示す画像データを処理する方法であって、前記構造体
の変化する構成を示すデータを処理すること、予め選択した構成の当該構造体の基準画像
を有する表示を奏すること、及び時間につき構成が変化する当該構造体の変化画像に前記
基準画像を重ねること、を有する方法。
【請求項１２】
　心臓の左心室を画像にする方法であって、拡張末期における左心室の基準画像を有する
表示を奏すること、及び心臓の拍動サイクルにおいて前記左心室の変化画像に前記基準画
像を重ねること、を有する方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は請求項１２に記載の方法を行うための命令のセットを有するコンピュー
タプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時間とともに変化する構成を有する構造体（例えば動いている心臓など）を
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監視するのに用いられる画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓周期における左心室（ＬＶ：Left Ventricle）の拡張が、心臓の健康に関係してい
ることが知られている。画像形成技術により、静的ボリューム（３Ｄ）画像及びダイナミ
ックボリューム（４Ｄ）画像の発生が可能となる。超音波、ＣＴ又はＭＲＩ画像形成のよ
うな心臓画像形成システムは、心臓周期において当該ＬＶの画像を形成するために開発さ
れてきたものである。特定の超音波画像形成技術は、国際特許出願に係る文献のＷＯ２０
０４００３８５１に開示されている。
【０００３】
　そこで、視覚化の有用な様式が考案されたのである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、構造体の構成がどのように時間とともに変化するかについて有益な技
術的理解を与える画像表示に対し対話動作及び／又は観察をすることを観察者が可能とす
る視覚化のモダリティを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の態様によれば、本発明は、時間的に変化する構成の構造体を表す画像データを表
示する画像形成システムであって、前記構造体の変化する構成を示すデータを処理し、予
め規定した構成による当該構造体の基準画像を有する表示を奏し、時間につき構成が変化
する当該構造体の変化する画像に前記基準画像を重ねる表示処理手段を有するシステムを
提供する。
【０００６】
　したがって、本発明は、基準画像に対して変化する構成の構造体の動く連続的画像を提
供することを可能とする。これは、質的及び量的な検査の双方に資するものとなる。本発
明は、心臓の評価に関連した特定の用途があるものの、当業者であれば、本発明は、時間
とともに変化する構成を有する他の構造体を確認する分野もあることが容易に分かる筈で
ある。
【０００７】
　有益なのは、当該システムが、時間とともに変化するにつれ当該構造体の構成を示すデ
ータを取り込むデータ取得手段を含むことである。一実施例において、当該システムは、
当該データを取り込むための超音波画像形成装置を含むのがよい。この取得手段は、処理
のために３Ｄボリュームデータを取り込むのが好ましい。
【０００８】
　他の態様によれば、本発明は、時間的に変化する構成の構造体を示す画像データを処理
する方法であって、前記構造体の変化する構成を示すデータを処理すること、所定の構成
の当該構造体の基準画像を有する表示を奏すること、及び時間につき構成が変化する当該
構造体の変化画像に前記基準画像を重ねること、を有する方法を提供する。
【０００９】
　当該基準画像は、静止したままで当該変動画像の構成が時間につき変わる当該構造体の
静的な画像とするのが好ましい。
【００１０】
　当該システムは、３Ｄ画像形成システムを有するのが好ましく、基準画像及び／又は変
動画像は、３Ｄ再生画像とするのが有益である。
【００１１】
　時間的に変動する構造体は、周期的に構成が変わることが多く、その変化する画像は、
当該構造体の周期的に変化する３Ｄボリュームを表すのが有益である。基準画像は、当該
構造体の最大ボリュームを表すのが有益である。例えば、モニタされる構造体は、心臓の
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左心室（ＬＶ）を有するものとすることができ、この場合、基準画像は、ＬＶ拡張末期（
ＥＤ）を示すものとするのが有益である。
【００１２】
　確認される画像は、当該構造体の境界とするのが有益であり、このため、当該データは
、当該構造体の境界を表す。
【００１３】
　特定の実現形態では、本発明は、心臓の左心室（ＬＶ）を画像形成する方法であって、
拡張末期におけるＬＶの基準画像を有する表示を奏し、心臓の拍動のサイクルを通じてＬ
Ｖの変動画像に基準画像を重ねる方法を提供する。
【００１４】
　他の態様によれば、本発明は、当該方法の動作を可能とする命令のセットを有するコン
ピュータプログラム製品を提供する。
【００１５】
　以下、本発明のこれらの態様及びその他の態様を次に説明する実施例に基づいて明らか
にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、添付図面を参照して例証により本発明を詳細に説明する。
【００１７】
　図面を参照すると、図１は、ＬＶ鼓動の視覚化をなす本発明による技術によりなされる
ステップのフローチャートを示している。患者のＬＶは、心臓周期のＥＤ（拡張末期）フ
ェーズ（ブロック１１０）を確認するため、超音波画像形成及び／又はＥＣＧのような従
来の監視技術を用いて初期の段階でモニタされる（ブロック１００）。
【００１８】
　模範的技術においては、３Ｄ超音波心臓検査システムを用いることができる。このシス
テムは、ディジタル画像列を取り込むための手段を有し、その取り込んだ３Ｄボリューム
データを処理するためのディジタル処理システムに関連づけられる。図４に示される検査
システム５５０は、表示及び／又は記憶手段５３０，５４０に画像データを供給するため
に少なくとも１つの出力５０６を有する処理システムに画像データを供給するための手段
を有する。この表示及び記憶手段は、それぞれワークステーション５１０のスクリーン及
びメモリとすることができる。ワークステーション５１０はまた、キーボード５３１及び
マウス５３２を有してもよい。
【００１９】
　画像処理システム５２０は、ワークステーション５１０の適切にプログラムされたコン
ピュータとしてもよいし、或いは本発明による方法ステップの機能を果たすように構成さ
れたフィルタ、論理演算子、メモリなどの回路手段を有する特定用途向けプロセッサとし
てもよい。処理システム５２０は、当該方法ステップを行うために処理システム５２０の
計算手段により実行されるべきプログラム命令を有するコンピュータプログラム製品を用
いてもよい。
【００２０】
　３Ｄボリューム取得の後、当該心臓周期のＥＤフェーズにおけるＬＶに対応する３Ｄ画
像データは、図２において分かるようにＬＶの計算された境界４００を生成するように処
理される。
【００２１】
　そして、コンピュータアルゴリズムは、コンピュータ生成の境界内の一連のポイントを
選択するようにユーザを促し（ブロック１２０）、当該境界内の画像の領域を完全にカバ
ーする３Ｄの網目を生成するために情報を用い（ブロック１３０）、ＬＶの表面を規定す
る。（このセグメンテーション技術は、「有限要素法」に関連しており、これは画像デー
タの解析に用いられる幾つかの標準的な数学的技術のうちの１つである）。この態様にお
いて、基準網目は、心臓周期におけるＬＶのＥＤフェーズに対して得られる。必要に応じ
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て、コンピュータにより生成された網目をこの段階（ブロック１４０）で変更することが
できる。
【００２２】
　ＬＶのＥＳ（収縮末期）（ブロック２００）フェーズは、その後、ＬＶの境界が再度決
められる形で同様に確認され（ブロック２１０）、対応の網目が一連のポイントを選択（
ステップ２２０）するユーザによって発生される（ステップ２３０）。ここでも、この網
目は、必要に応じて変更可能である（ブロック２４０）。
【００２３】
　心臓周期のＥＤ（ブロック１００）及びＥＳ（ブロック２００）フェーズの判定の後、
ＬＶの境界は、ＥＤからＥＳまで（ブロック３１０）の選択された時間間隔（ブロック３
００）で心臓周期内の３Ｄ画像の列から判定され、対応の網目が自動的に発生され（ブロ
ック３２０）、必要に応じて変更することができる（ブロック３３０）。
【００２４】
　本発明においては、その後システムが、予め選択された構成（ＬＶのＥＤフェーズ）に
おける構造体の基準画像を有する画像表示に、時間に対して変化するのにつれて当該構造
体の変化画像を重ねるようにレンダリングする。
【００２５】
　したがって、連続的に取り込んだ網目フレームを再生することによって、３ＤのＬＶ境
界は、生の鼓動する対象として表示されることが可能であり、ＥＤ基準網目内に表示され
るときには、心臓周期において現フレームと基準フレーム５００との間に明確な乖離を確
認することができる（図３）。さらに、網目の重ね合わせは、全体の動きの強調も兼ね、
当該ＬＶは、例えば１呼吸の間において担当することができる。このような視覚画像は、
時間につき変化するにつれＬＶの表面の動きの収集される評価を提供し、これにより、１
つのフレーム時間しか示さない従来技術とは対照的に、その視覚画像は、心臓周期全体に
わたりＬＶ境界の変化を示すことになる。
【００２６】
　なお、この画像の視覚化はここでは網目の形態で提示したが、本発明の範囲から外れな
い他の視覚的処置も可能であることを理解されたい。したがって、基準網目及び時間的に
変動する網目が画像を簡単に表すことが分かる。このデータは、同様にＬＶの表面の他の
表現を生成するように操作することもできる。
【００２７】
　また、主として超音波画像形成技術を説明したが、本発明は、例えば磁気共鳴映像法（
ＭＲＩ）又はコンピュータ断層撮影（ＣＴ）などの他の技術を用いて得られる画像データ
を操作し表示するために用いることができる。
【００２８】
　さらに、上述した実施例は、本発明を限定するのではなく例証するものであり、当業者
であれば、添付の請求項により規定されるような本発明の範囲を逸脱することなく数多く
の代替えの実施例を構成することができる。請求項において、括弧内に付された参照符号
は、当該請求項を限定するものと解釈してはならない。「有する」及び「有し」などの文
言は、いずれの請求項又は明細書全体において挙げられた他の要素又はステップの存在を
排除するものではない。要素の単数表現は、そのような要素の複数の存在を排除するもの
ではないし、逆に複数表現も単数の存在を排除するものでもない。本発明は、複数の個別
の要素を有するハードウェアにより、また適切にプログラムされたコンピュータにより実
施可能である。複数の手段を列挙する装置の請求項においては、これら手段の幾つかが同
一アイテムのハードウェアにより具現化されてもよい。或る方策が相互に異なる従属請求
項において挙げられている過ぎない点は、これら方策の組み合わせを活用することができ
ないことを示すものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明によるシステムの動作を表す概略的フローチャート。
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【図２】コンピュータにより生成された境界を示す患者の心臓のＬＶの超音波画像を示す
図。
【図３】３ＤのＥＤ網目が重ねられた心臓周期内の異なる時間期間におけるＬＶの一連の
３Ｄ網目フレームを示す図。
【図４】データ取得システムの概略図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】
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